
 

 

 

 

 

 

 

この度、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則（令和３年法務

省告示第 187号。以下「実質的支配者情報一覧規則」という。）の施行に伴い、令和４年１月

31 日より、株式会社（特例有限会社を含む。以下同じ。）からの申出により、商業登記所の

登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者情報一覧（実質的支配者情報一覧規則第４

条第１項第１号に規定する実質的支配者情報一覧をいう。）について、所定の添付書面により

内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写し（以下「実質的支配者情報一覧の写

し」という。）の交付をする制度が開始されました。 

 

１ 実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性について 

 

特定事業者は、法人と特定取引やハイリスク取引をする際、当該法人の本人特定事項（法 

人の人格としての名称及び本店又は主たる事務所の所在地）を本人確認書類により確認しな 

ければなりません。 

法人の本人確認書類として、実質的支配者情報一覧の写しを用いることができます。 

 

【特定事業者がＡ法人と特定取引やハイリスク取引をする場合の確認例】 

○ Ａ法人の本人特定事項を確認 

実質的支配者情報一覧の写しの左上に記載されている「商号」「本店」欄により、Ａ法人の

名称、所在地を確認する。 

 

２ 実質的支配者情報一覧の写しの議決権の保有状況を示す書類への該当性について 

 

特定事業者は、法人と特定取引やハイリスク取引をする際、上記１に加えて、当該法人の 

実質的支配者の本人特定事項についても確認しなければならず、ハイリスク取引の場合には

法令で定められた書類を確認する必要があります。 

ハイリスク取引の相手方が株式会社の場合、実質的支配者情報一覧の写しを当該書類とし

て用いることができます。 

 

【特定事業者がＢ法人（株式会社）とハイリスク取引をする場合の確認例】 

① Ｂ法人の本人特定事項を確認・・・上記１のとおり 

実質的支配者情報一覧の写しの左上に記載されている「商号」「本店」欄により、Ｂ法人の

名称、所在地を確認する。 

② Ｂ法人の実質的支配者の本人特定事項を確認 

(1) 実質的支配者情報一覧の写しの「実質的支配者該当性の添付書面」の欄に、・申出会社

の株主名簿の写し（実質的支配者情報一覧規則第４条第１項第２号イの書面のことをいい



ます。） 

・申出会社の法人税確定申告書別表二の写し（実質的支配者情報一覧規則第４条第１項第２

号ハの書面のことをいいます。）のいずれかの記載があることを確認する。 

(2) 実質的支配者情報一覧の写しの「実質的支配者の本人特定事項等」の欄に記載されてい

る実質的支配者が、法人の代表者等（現に取引の任に当たっている自然人のことをいいま

す。）の申告内容と相違ないかを確認する。 

 

※実質的支配者情報一覧の写しの見本については別添見本を参照してください。 
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